
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

みんなでつくる　まちづくり

―　内灘町北部地区　―

　うるおいのある住みよい街づくりのため、内灘町では計画的な基盤整備を進め、秩序ある市街化の誘導

を進めています。 

　この地区は、豊かな自然環境や、優れた眺望景観を活かし、自然と調和し、人に優しい住環境を形成す

るため、土地区画整理事業により新たな市街地の形成が進められている地区です。 

　地区計画は、そこに住む人みんなでつくるまちづくりのルールであり、みんなで守り、育て、そして実

現していくものです。

内　灘　町

碧の風光るまち 

白帆台
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○内灘北部地区　地区計画は、平成 13 年 2 月 28 日に都市計画決定し、平成 21 年 11 月 24 日に一部 
　変更しました。 
○この計画の内容は、平成 21 年 11 月現在のものです。 

 名　　　　称 内灘町北部地区　地区計画

 位　　　　置 河北郡　内灘町宮坂地内

 面　　　　積 約 51.0ha

 

区
域
の
整
備
・開
発
及
び
保
全
の
方
針

地 区 計 画 の目 標

本地区は内灘町の北部に位置し、能登有料道路内灘 I .Ｃや内灘町総合公園、福祉センター等に近接してお

り、土地区画整理事業による内灘町の新たな市街地の形成が進められている。 
本地区計画は豊かな自然環境や優れた眺望景観を活かし「碧の風光るまち～健康いきいきまちづくり～」

をテーマとした計画的な街づくりを図ることにより、自然と調和し、個性あふれ、健康的でバリアフリーに

配慮した、人に優しい住環境を実現することを目標に定めるものである。

 

土 地 利 用 の方 針

　土地区画整理事業を基盤とした「碧の風光るまち～健康いきいきまちづくり～」のテーマに対応する土地

利用を図るため、本地区を４地区に区分する。

 １．低層住宅地区 
緑豊かな景観を備えた閑

静で安らぎのある低層住

宅地区とする。

２．一般住宅地区 
集合住宅の建設や日常生

活に必要な利便施設の立

地を図る住宅地区とす

る。

３．センター地区Ａ 
日常的な生活サービス・

利便性に必要な施設の立

地を図る地区とする。

４．センター地区Ｂ 
住宅地の中心としてふさ

わしい大型の商業・サー

ビス機能が充実した、個

性あふれる地区とする。

 
地 区 施 設 の 
整 備 方 針

本地区の公共施設については、幹線道路及び区画道路の電線類地中化、沿道のシンボルとなる街路樹の植

栽、歩道のデザイン等を施し、また、路地空間の演出を目指した緑道、近隣コミュニティの場としてのコミ

ュニティ施設やポケットパーク、物語性のある公園の整備により、魅力ある居住環境の形成を図る。

 
建 築 物 等 の 
整 備 方 針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ、周辺景観との調和を保ちなが

ら、それぞれの土地利用にふさわしい地区の形成が図られるよう建築物等の用途制限、敷地面積の最低限度、

高さの最高限度、壁面の位置の制限、形態または意匠の制限、かきまたはさくの構造制限を行い、緑豊かで

魅力的な街並みが形成されるよう誘導する。

 

地
　
　
区
　
　
整
　
　
備
　
　
計
　
　
画

地区施設 
の配置及

び 規 模

公 園 ４ヵ所　約 1.55ha　計画図表示のとおり

 ポ ケ ッ ト 
パ ー ク

２１ヵ所　約 631 ㎡　計画図表示のとおり

 

建
　
築
　
物
　
等
　
に
　
関
　
す
　
る
　
事
　
項

地区の 
細区分

名 称 低層住宅地区 一般住宅地区 センター地区Ａ センター地区Ｂ

 面 積 約 34.4ha 約 12.8ha 約 1.4ha 約 2.4ha

 

建 築 物 等 の 
用 途 の 制 限

地区の区分に応じ、次に掲げる建築物等は、建築してはならない。

 ○畜舎 
○神社、寺院、教会その他これらに類するもの

 1.建築基準法施行令第 130　

条の3項第一、二、三、四、

五号に規定する兼用住宅 
2.共同住宅、寄宿舎又は

下宿 
3.幼稚園以外の学校施設 
4.保育所以外の福祉施設 
5.公衆浴場 
6.診療所

○建築基準法別表２（は）項第６号に規定する自動車車庫

 ○バッティングセンター、ゴルフ練習場等の運動施設 
○マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券 

発売所等 
○カラオケボックス 
○自動車教習所

 建築物等の敷地 
面積の最低限度

２００㎡ 
ただし、基準時（地区計画の都市計画決定時）に、既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷

地を分割しない限り建築物等を建てられる。

 

建 築 物 等 の 
高さの最高限度

１２ｍ

 ただし、敷地面積が 1,000

㎡以上あり、かつ周辺の

環境と調和した公共施設

は上記の規定を除外する

ことができる。

内灘北部地区　地区計画の内容
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「区画は計画図表示のとおり」 

 

地
　
　
区
　
　
整
　
　
備
　
　
計
　
　
画

建
　
築
　
物
　
等
　
に
　
関
　
す
　
る
　
事
　
項

地区の 
細区分

名　称 低層住宅地区 一般住宅地区 センター地区Ａ センター地区Ｂ

 

建築物等の壁面 
の 位 置 の 制 限

　道路境界線および隣地境界線から建築物等の壁面またはこれに代わる柱など（以下｢壁面等｣という。）の

面までの距離の最低限度は、地区の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値とする。

 
（１）道路境界線からは１.５ｍとする。 
（２）隣地境界線からは１ｍとする。

（１）都市計画道路権現森線から壁面等までの距離の

最低限度は３.０ｍとする。 
（２）その他の道路境界線および、隣地境界線からは　　

１.０ｍとする。

 

建築物等の形態 
または意匠の制限

１.建築物の屋根は、付属建築物などを除き、勾配屋根とするほか景観形成上支障がないものとする。 
２.建築物等の外壁の色は原色を避け、無彩色または低彩度のグレー・茶・ベージュを基調とし、周辺の建

築物と彩度をそろえるなど景観の調和に配慮する。屋根の色は黒・グレー・茶系の落ち着いた色調とする。

 ３.次の各号すべてに該当しなければ、広告物を築造・設置してはならない。 
（１）自己の用に供する広告物で、かつ、色彩、装飾、大きさなどにより眺望景観を損なわず、周辺の自然景

観と調和するもの。

 （２）軒高以下の壁面に設置する壁面利用広告物 
（３）表示面積の合計が１㎡以下のもの

（２）軒高以下の壁面に設

置する壁面利用広告

物または、軒高以下

の高さの自立広告物 
 
 
 
 
 
 
（３）建物から独立して設

置する自立広告物

で、道路境界線から３

ｍ以上後退するもの

（２）軒高以下の壁面に設

置する壁面利用広告

物または、軒高以下

の高さの自立広告物。

ただし、都市計画道

路大学宮坂線沿いは

軒高以下または６ｍ

以下の高さの自立広

告物。 
 
（３）建物から独立して設

置する自立広告物

で、道路境界線から３

ｍ以上後退するもの。

ただし、都市計画道路

大学宮坂線の後退制

限は除外する。

 ４.テレビアンテナは設置してはならない。 
５.次の各号に掲げるものについては、第４項の規定の適合を除外することができる。 
（１）ＣＳ用のパラボラアンテナで、軒高以下に設置するもの

 

か き ま た は さ く 
の 構 造 制 限

道路および公共用地に面する敷地にかきまたはさくを設ける場合は、次に掲げるものとし、塀等は設置し

てはならない。ただし、高さ１.５ｍ以下の門および幅の長さが２ｍ以下の門のそでは除く。 
○生垣を基本として緑化を行うもので高さが１.５ｍ以下のもの、また高さが0.6ｍ以下の石、れんがその他こ

れらに類するものと透視可能なフェンスもしくは植樹を組み合わせるもので高さが１.５ｍ以下のもの。 
○都市計画道路および両側歩道付き幹線道路に面する部分は生垣を基本とし、道路境界線から１ｍ後退し、

その後退部分には敷地地盤高からの高さが0.6ｍ以下の植栽帯としなければならない。

 ○都市計画道路権現森線に面して、かきまたはさく

の設置はできない。

 

土　地　利　用　に 
関　す　る　事　項

区域内においては、敷地内に中木、高木等の植栽

を施し、周辺と調和するよう緑化の推進を図る。

 ○アパート等の共同住宅

は、敷地内および近接

地において戸数×1.2

台分（小数点以下 四捨

五入）の駐車スペース

を確保しなければなら

ない。
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内灘北部地区　地区計画の説明 

※詳細な基準を設けています。　必ず事前相談をしてください。 

 
 

建築物等の用途の制限 

 

　建築物の用途の混在を防ぎ、良好な住環境の保全を図るため、それぞれの地区の 

特性に合わせて、都市計画用途区分による建築物の用途制限のほかに、次のような 

用途の建築が禁止されています。 

 

 

【低層住宅地区】 

　● 建築基準法施行令第１３０条の３項第一、二、三、四、五号に規定する兼用住宅 

　　　 （例）事務所（第一号）、店舗又は食堂等（第二号）、理髪店等（第三号）、洋服店等（第四号）、 

パン屋等（第五号） 

　● 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

　● 幼稚園以外の学校施設 

　● 保育園以外の福祉施設 

● 公衆浴場 

● 診療所 

 

 

【一般住宅地区】 

　● 建築基準法別表２（は）項第６号に規定する自動車車庫　　　　　 

 

 

【センター地区Ａ、センター地区Ｂ】 

　● 建築基準法別表２（は）項第６号に規定する自動車車庫 

　● バッティングセンター、ゴルフ練習場等 

　● マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等 

● カラオケボックス 

● 自動車教習所 
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建築物等の敷地面積の最低限度 

　敷地の細分化を防ぐとともに、日照・通風及び落雪・たい雪スペースの確保など良

好な居住空間を守るため、敷地面積の最低限度は２００㎡に定められています。 

　ただし、基準時（地区計画が決定された日）以前に、その最低限度を下回っていた

敷地については、この敷地を分割しない限り建築物を建てられます。 

 

（敷地を分割する場合の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

建築物等の高さの最高限度 

　高すぎる建物は、落ち着いたまちなみの景観を乱すとともに、隣家の日照・通風に

影響を与えたり、通行する人々に圧迫感をもたらすため、その地区の特性にあった高

さにすることが必要です。一般住宅地区、センター地区Ａ、センター地区Ｂでは建築

物等の高さの最高限度を１２ｍとしています。 

 

【一般住宅地区、センター地区Ａ、センター地区Ｂ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 

２００㎡ 

建築できます。

現在の敷地 

（空き地）が 

３５０㎡

１５０㎡ 建築できません。

※一般住宅地区で、敷地面積が１，０００㎡

以上あり、周辺の環境と調和した公共施

設は、この規定を除外することができま

す。 

※低層住宅地区は、建築基準法に定めら

れた高さ制限の１０ｍです。

１８０㎡ 

違反建築物と 

なり、建て替え 

できません。

現在の敷地が 

３５０㎡

１７０㎡ 建築できません。

12ｍ以下
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建築物等の壁面の位置の制限 

　快適でゆとりある住宅地とするためには、建物の過度の建てづまりを防ぎ、日照・

通風及び落雪・たい雪スペースの確保、あるいは「みどり」の空間を創出するため、

道路や隣地境界線から後退したり、空き地をとって建築することが必要です。 

　 

【低層住宅地区、一般住宅地区】 

● 道路境界線から・・・１.５ｍ以上 

　　● 隣地境界線から・・・１.０ｍ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【センター地区Ａ、センター地区Ｂ】 

● 都市計画道路権現森線から・・・３.０ｍ以上 

　　● その他の道路境界線、隣地境界線から・・・１.０ｍ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※後退距離は、建築物等の壁面またはこれらに代わる柱面までの距離であり、壁や柱の芯までの距離では

ありません。 

 

道路

道路

壁面後退線 

道
路

都市計画道路　権現森線

その他道路

壁面後退線 

そ
の
他
道
路

建築物等

道路境界線　　１.５ｍ以上

道
路
境
界
線

隣地境界線  １.０ｍ以上

１.５ｍ以上

隣
地
境
界
線

１.０ｍ以上

壁面後退線 

建築物等

　　３.０ｍ以上

隣地境界線  １.０ｍ以上

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

１.０ｍ以上１.０ｍ以上

壁面後退線 

都市計画道路　　権現森線

隣地境界線

隣地境界線
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建築物等の形態または意匠の制限 

　落ち着きのあるまちなみ景観を形成するため、建築物等の外壁・屋根の色彩や形態

および意匠について、次のように定められています。 

 

《建築物等の形態》 

　● 屋根は付属建築物などを除き、勾配屋根とし、勾配は２/１０以上とする。 

　● 専用住宅において、最上階に建築されるベランダ・バルコニー等のフラットとなる部分の

面積は、２５㎡以内かつ同階の床面積の２５％を超えないものとする。 

 

《建築物等の意匠》 

　● 外壁の色は原色を避け、無彩色または低彩度のグレー、茶、ベージュを基調とする。
（「低彩度」とは、マンセル値により示される彩度が３以下の色をいう。） 

　● 屋根の色は黒・グレー・茶系の落ち着いた色調とする。 

　● 上記の他、周辺の建築物と彩度をそろえるなど景観の調和に配慮する。 

 

《テレビアンテナについて》 

テレビアンテナは設置してはいけません。ただし、軒高以下に設置するＣＳ用のパラボラア

ンテナは設置できます。 

 

 

広告物について 

　けばけばしい色彩や大きすぎる広告物は、良好な住環境および景観を損なうことに

なります。その形や色彩、大きさ、掲示位置について工夫し、周囲と調和するものと

し、都市景観上支障のないものにしましょう。 

　この地区では、以下に示す自己の用に供する広告物のみ築造、設置できます。 

 

【低層住宅地区、一般住宅地区】 

● 軒高以下の壁面に設置する壁面利用広告物。 

● 広告物の表示面積の合計が１㎡以下のもの 

 

【センター地区Ａ】 

● 軒高以下の壁面に設置する壁面利用広告物または、軒高以下の高さの自立広告物。 

● 自立広告物の場合、道路境界線から３ｍ以上後退するもの。 

 

【センター地区Ｂ】 

● 軒高以下の壁面に設置する壁面利用広告物または、軒高以下の高さの自立広告物。 

ただし、都市計画道路大学宮坂線沿いは軒高以下または６ｍ以下の高さの自立広告物。 

● 自立広告物の場合、道路境界線から３ｍ以上後退するもの。　 

ただし、都市計画道路大学宮坂線の後退制限は除外する。 
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（建築物等の形態または意匠、広告物のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「いしかわ景観総合条例」および「いしかわ景観総合条例施行規則」に定められた広告物のルール

を守ってください。 

 

 

かきまたはさくの構造制限 

　緑豊かな都市空間の形成をめざすため、道路および公共用地に面する部分について、

かきまたはさくの構造制限等を行っています。 

 

《かきまたはさくの構造制限》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 都市計画道路、両側歩道付き幹線道路に面する部分 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市計画道路、両側歩道付き幹

線道路に面する部分は生垣を基

本とし、道路境界線から１ｍの

部分は、高さが 0.6ｍ以下の植栽

帯とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

※都市計画道路権現森線に面して、かきまたはさくの設置はしてはいけません。 

● 生　垣 ● 石、れんが＋生垣 ● 石、れんが＋フェンス

外壁の色は、低彩度のグレー、茶、ベージュを基調屋根は勾配屋根とする 

自立広告物の高さは軒高以下 

広告物は軒高以下

（センター地区 A、センター地区 B） 

ただし、都市計画道路大学宮坂線沿いは軒高以下または６ｍ以下 

屋根の色は黒、グレー、茶系

道　　路 （センター地区 A、センター地区 B） 
ただし、都市計画道路大学宮坂線の後退制限は除外する 

隣
地
境
界
線

３.０ｍ以上

都市計画道路

1.5ｍ以下

0.6ｍ以下の植栽帯

1ｍ以上後退

道
路
境
界
線

1.5ｍ以下

道
路
境
界
線

道路

1.5ｍ以下

道
路
境
界
線

道路

0.6ｍ以下

石、れんがその他 
これらに類するもの

1.5ｍ以下

道
路
境
界
線

道路

0.6ｍ以下

石、れんがその他 
これらに類するもの

透視可能な 
フェンス



 
 

－８－

 

《門および門のそでの構造制限》 

　門を設ける場合は、その高さを１.５ｍ以下とし、門のそでの幅は２.０ｍ以下とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用に関する事項 

 

【低層住宅地区、一般住宅地区】 

● 区域内においては、敷地内に中木、高木等の植栽を施し、周辺と調和するよう緑

化の推進を図りましょう。 

 

【一般住宅地区】 

● アパート等の共同住宅は、敷地内および近接地において戸数×１.２台分（小数点以

下四捨五入）の駐車スペースを確保しなければなりません。 

 

（例）９戸の共同住宅の場合、１１台以上の駐車スペースを確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.０ｍ以下

門のそで 門のそで

門扉
１.５ｍ以下

門 門



 
 

－９－

 

 

届出の手続き 

 

計画の届出から工事着手までの流れ　　（記入例） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画に不適合の場合） （計画に適合の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出の必要な行為 

（１）土地の区画形質の変更 

（２）建築物の建築または工作物の建設 

（３）建築物等の用途の変更 

（４）建築物等の形態または意匠の変更 

（５）木竹の伐採 

 

 

 

 

 

　　※上記の届出用紙は、都市建設課にあります。また、 
　　　内灘町ホームページからもダウンロードできます。 
　　※提出部数は１部です。 

 

届出の必要な添付図書 

1.建築物の配置図 

2.敷地の高低差が大きい場合は、建築物の縦断面図 

　および横断面図 

3.建築物の付近見取図 

4.建築物の平面図、立面図および断面図（立面図は着 

色し、色彩がわかるようマンセル値等明記のこと） 

5.敷地が他人の所有である場合は、土地使用承諾書 

6.届出書について代理人をおいている場合は、委任状 

7.面積算定根拠が必要な場合は、丈量図または求積図 

8.屋外広告物等を設置する場合は、その構造図 

9.垣、柵、化粧ブロック塀を設置する場合はその構造図 
 
（注）配置図、立面図には、道路から壁面までの後退距離を明示して

下さい。また、　立面図には、建築物の最高高さを明示してください。 

事　前　相　談

地区計画の届出 

　　添付書類：図面等 

（工事着手の 30 日前までに都市建設課へ）

審　　　　査

工　事　着　手

計画の変更

指導・勧告

了 承 の 通 知

建築確認申請

届出書の様式



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の
と
里
山
海
道

都市計画道路、 

両側歩道付き幹線道路 

→道路境界線から１ｍの生垣後退

および高さ０.６ｍ以下の植栽帯 

 

都市計画道路権現森線 

→かきまたはさくの設置不可

内灘北部地区　地区計画図



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
内灘町役場 2 階 都市建設課 
〒920‐0292　石川県河北郡内灘町字大学 1 丁目 2 番地 1 
TEL：076‐286‐6710　　　FAX：076‐286‐6709 
E-mail：toshi@town.uchinada.lg.jp 
月～金（土日祝日を除く）（8 時 30 分～17 時 15 分）


